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参照条文

○日本国憲法

〔抑留及び拘禁の制約〕

第３４条 何人も，理由を直ちに告げられ，且つ，直ちに弁護人に依頼する権利を与

へられなければ，抑留又は拘禁されない。又，何人も，正当な理由がなければ，拘

禁されず，要求があれば，その理由は，直ちに本人及びその弁護人の出席する公開

の法廷で示されなければならない。

〔刑事被告人の権利〕

第３７条 ①～② （略）

③ 刑事被告人は，いかなる場合にも，資格を有する弁護人を依頼することができ

る。被告人が自らこれを依頼することができないときは，国でこれを附する。

○刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）

〔弁護人の資格〕

第３１条 弁護人は，弁護士の中からこれを選任しなければならない。

② （略）

〔職権による国選弁護人〕

第３７条 左の場合に被告人に弁護人がないときは，裁判所は，職権で弁護人を附す

ることができる。

一 被告人が未成年者であるとき。

二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。

三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。

四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。

五 その他必要と認めるとき。

〔弁護人との交通権〕

第３９条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は，弁護人又は弁護人を選任す

ることができる者の依頼により弁護人となろうとする者（弁護士でない者にあつて

は，第三十一条第二項の許可があつた後に限る。）と立会人なくして接見し，又は書

類若しくは物の授受をすることができる。

②～③ （略）

法務省

資料４－２

CO945876
長方形



- 2 -

〔訴訟書類等の閲覧・謄写権〕

第４０条 弁護人は，公訴の提起後は，裁判所において，訴訟に関する書類及び証拠

物を閲覧し，且つ謄写することができる。但し，証拠物を謄写するについては，裁

判長の許可を受けなければならない。

② （略）

〔業務上秘密物の押収〕

第１０５条 （前略）弁護士（外国法事務弁護士を含む。）（中略）の職に在る者又は

これらの職に在つた者は，業務上委託を受けたため，保管し，又は所持する物で他

人の秘密に関するものについては，押収を拒むことができる。但し，本人が承諾し

た場合，押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合（被告

人が本人である場合を除く。）その他裁判所の規則で定める事由がある場合は，この

限りでない

〔当事者の立会〕

第１１３条 検察官，被告人又は弁護人は，差押状，記録命令付差押状又は捜索状の

執行に立ち会うことができる。ただし，身体の拘束を受けている被告人は，この限

りでない。

〔証拠保全された書類・証拠物の閲覧謄写〕

第１８０条 検察官及び弁護人は，裁判所において，前条第一項の処分に関する書類

及び証拠物を閲覧し，且つ謄写することができる。但し，弁護人が証拠物の謄写を

するについては，裁判官の許可を受けなければならない。

②～③ （略）

〔業務上の秘密に関する証人尋問〕

第１４９条 （前略）弁護士（外国法事務弁護士を含む。）（中略）の職に在る者又は

これらの職に在つた者は，業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関

するものについては，証言を拒むことができる。但し，本人が承諾した場合，証言

の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合（被告人が本人であ

る場合を除く。）その他裁判所の規則で定める事由がある場合は，この限りでない。

〔準用規定〕

第２２２条 第九十九条第一項，第百条，第百二条から第百五条まで，第百十条から

第百十二条まで，第百十四条，第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの

規定は，検察官，検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条，第二百二十条及び
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前条の規定によつてする押収又は捜索について，第百十条，第百十一条の二，第百

十二条，第百十四条，第百十八条，第百二十九条，第百三十一条及び第百三十七条

から第百四十条までの規定は，検察官，検察事務官又は司法警察職員が第二百十八

条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし，司

法巡査は，第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができな

い。

②～⑦ （略）

〔証拠に係る複製等の禁止事項〕

第２８１条の４ 被告人若しくは弁護人（第四百四十条に規定する弁護人を含む。）又

はこれらであつた者は，検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は

謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を，次に掲げる手続又はその準備に使用す

る目的以外の目的で，人に交付し，又は提示し，若しくは電気通信回線を通じて

提供してはならない。

一 当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理

二 当該被告事件に関する次に掲げる手続

イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続

ロ 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続

ハ 第三百五十条の請求があつた場合の手続

ニ 上訴権回復の請求の手続

ホ 再審の請求の手続

ヘ 非常上告の手続

ト 第五百条第一項の申立ての手続

チ 第五百二条の申立ての手続

リ 刑事補償法の規定による補償の請求の手続

② （略）

〔被告人のための上訴の制限〕

第３５６条 前三条の上訴は，被告人の明示した意思に反してこれをすることができ

ない。


